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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　押出機システムの弾性供給ストリップに対する張力を軽減する方法であって、
　油圧または水圧機構に連結された支持フレームとを有し、前記支持フレームはサイドレ
ールにスライド可能に取り付けられ、前記油圧または水圧機構は前記支持フレームに連結
された引き込み可能なアームを有する、前記供給ストリップに接触する装置を設けるステ
ップと、
　前記供給ストリップがその前進運動を停止したときに前記装置によって前記供給ストリ
ップを前方に押し出すステップと、を含む方法。
【請求項２】
　前記装置が一方向軸受を備えたローラを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記装置が支持板を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　押出機システムの弾性供給ストリップに対する張力を軽減する方法であって、
　一方向軸受を有するローラと、油圧または水圧機構に連結された支持フレームとを有し
、前記支持フレームはサイドレールにスライド可能に取り付けられ、前記油圧または水圧
機構は前記支持フレームに連結された引き込み可能なアームを有する、前記供給ストリッ
プに接触する装置を設けるステップと、
　前記供給ストリップの張力を監視するステップと、



(2) JP 5122918 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

　前記張力があるレベルを超えたときに前記装置によって前記供給ストリップを前方に押
し出すステップと、を含む方法。
【請求項５】
　前記装置が一方向軸受を有するローラを有する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記装置が支持板を有する、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　供給ストリップに接触する張力軽減装置であって、サイドレールにスライド可能に取り
付けられた、１つまたは２つ以上の支持脚を有する支持フレームを有し、前記支持フレー
ムは第１の位置から前記第１の位置とは異なる第２の位置へ移動することができ、前記張
力軽減装置は、前記供給ストリップに接触し、前記供給ストリップをその移動方向と同じ
方向に押し出し、それによって前記供給ストリップの張力を軽減する供給ストリップ接触
装置をさらに有する張力軽減装置。
【請求項８】
　前記供給ストリップ接触装置が前記支持フレームに連結されかつ一方向軸受を有するロ
ーラを有する、請求項７に記載の張力軽減装置。
【請求項９】
　前記供給ストリップ接触装置が支持板を有する、請求項７に記載の張力軽減装置。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、供給ストリップの張力を軽減することに関し、特に、押出機への弾性供給ス
トリップの張力を軽減することに関する
【背景技術】
【０００２】
　ギアポンプ押出機は、ゴム構成部材を押し出し成形するためにタイヤ産業界で使用され
ている。通常、大形のゴム供給ストリップが押出機のフィードボックス（a feed box）に
送られる。場合によっては、ギアポンプ押出機は間欠的に動作することができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　押出機が停止すると、材料の供給ストリップに張力が働く。張力が大きすぎると、押出
機のフィードボックス内の高温のゴム／金属のために供給ストリップが破断されることが
ある。ストリップが破断されると、生産に問題が生じるかまたは押出機が停止するか、あ
るいは場合によってはフィードボックスに供給ストリップが再供給されるまで押出機／ギ
アポンプの出力が誤ったものになる恐れがある。したがって、前述の欠点のない改良され
た供給システムを有することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、第１の態様では、押出機システムの弾性供給ストリップに対する張力を軽減
する方法であって、供給ストリップに接触する装置を設けることと、供給ストリップがそ
の前進運動を停止したときに装置によって供給ストリップを前方に押し出すこととを含む
方法を提供する。装置は、一方向軸受を有するローラまたは支持板を有する。
【０００５】
　供給ストリップに接触する張力軽減装置は、１つまたは２つ以上の支持脚を有する支持
フレームを含み、支持フレームは第１の位置から第１の位置とは異なる第２の位置へ移動
することができ、張力軽減装置は、供給ストリップに接触し、供給ストリップをその移動
方向と同じ方向に押し出し、それによって供給ストリップの張力を軽減する供給ストリッ
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プ接触装置をさらに有する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、ストリップの張力が該ストリップが破断されるのを防止するのに十分
な程度に軽減される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明について、一例として添付の図面を参照して説明する。
【０００８】
　供給ストリップ張力軽減装置１０が図１に示されている。供給ストリップ張力軽減装置
１０は、エラストマまたはゴムの供給ストリップを必要とする押出機または他の装置と一
緒に使用するのに適している。供給ストリップ張力軽減装置１０は、後述のようにエラス
トマの供給ストリップを前方に押し出すことによってエラストマの供給ストリップの張力
を解放するように働く。
【０００９】
　供給ストリップ張力軽減装置１０は、概ねコンベアシステム２２の走行方向を横切るか
またはコンベアシステムの走行方向に垂直に向けられた支持フレーム２０を有している。
コンベアシステムは通常、並列関係に取り付けられ、弾性ストリップを押出機または他の
装置に搬送するコンベアシステムを形成する複数のローラ２４を有している。ローラの代
わりにコンベアベルト（不図示）を使用してもよい。
【００１０】
　支持フレーム２０は、支持脚５０、５２を接合する上部補強棒２１を含んでいる。支持
脚５０、５２は、コンベアシステムの互いに向かい合うサイドレール２５上に取り付けら
れている。上部補強棒２１は、２つの支持レール２６、２７の端部をピン２８によってピ
ボット運動可能に連結する互いに向かい合う２つのフランジ５５をさらに含んでいる。
【００１１】
　支持レール２６、２７間に１つまたは２つ以上の横棒３０、３２が取り付けられている
。下方の横棒３０の中央には、横棒３０に回転可能に取り付けられたローラ４０が設けら
れている。ローラ４０は、互いに向かい合う溝４４を有してよい外側駆動面４２を有して
いる。ローラ４０の内側に、ローラ４０が一方向のみに回転するのを可能にする一方向軸
受（不図示）が設けられている。ローラ４０は、供給ストリップと一緒にのみ回転するこ
とができ、すなわち、供給ストリップの移動方向にのみ回転することができる。ローラ４
０は、押出機の動作中に供給ストリップに接触し、供給ストリップと一緒に回転すること
ができる。
【００１２】
　フレーム側の支持脚５０、５２は、スライド可能なブロック６０上に取り付けられたフ
ランジ付き端部５４を有している。ブロック６０は、レール６４をスライド可能に受け入
れる内側溝６２をさらに有している。したがって、支持フレーム２０全体は、レール６４
上を前後にスライドすることができる。支持フレーム２０は、引き込み可能なアーム６８
を有する空気圧、油圧または水圧機構（以下「油圧機構」と総称する。）６６にさらに連
結されている。引き込み可能なアーム６８は支持脚５２の下部に連結されている。したが
って、油圧機構は、アーム６８を伸ばしかつ引き込み、支持フレーム２０をレール６４上
で前後にスライドさせる。図２は、引き込み位置における支持フレーム組立体を示してい
る。さらに図２に示されているように、油圧アーム６８は、支持フレーム２０が完全引き
込み位置に来たときに完全に伸ばされる。図１は、支持フレーム組立体を完全前方位置ま
で移動させた後の、引き込み位置における油圧アーム６８を示している。油圧アーム６８
の動作は、押出機ギアポンプが空転するかまたはオフにされたときに引き込み位置に引き
込むように油圧アーム６８を制御するシステムＰＬＣコントローラ（不図示）によって制
御することができる。油圧アーム６８が引き込むと、支持フレーム２０がレール６４上を
前方に滑り（供給ストリップと同じ走行方向）、ローラ４０が供給ストリップを前方に押
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し出し、それによって供給ストリップの張力を軽減する。ストリップの張力は、ストリッ
プが破断されるのを防止するのに十分な程度に軽減される。システムコントローラは次い
で、油圧アーム６８が完全に伸びるように制御し、供給ストリップ張力軽減装置１０を開
始または引き込み位置に戻す。
【００１３】
　図３は、供給ストリップ張力軽減装置の他の実施形態を示している。ローラ４０および
支持レール２６、２７が支持板７０で置き換えられていることを除いてすべての構成部材
は上述のとおりである。支持板７０は、ピン２８を介して支持棒２１のフランジ５５にピ
ボット運動可能に連結された管状の端部７２を有している。支持板７０は、供給ストリッ
プに接触するように位置する傾斜した端部７４を有している。支持板７０は、任意の所望
の形状を有してよく、図示のようにＴ字形に限らない。端部７４は、供給ストリップに沿
って重なる。押出機ギアポンプが空転するかまたはオフにされると、油圧アーム６８が引
き込み、支持フレーム２０をレール６４上を前方に（供給ストリップと同じ方向に）スラ
イドさせ、支持板７０がストリップに接触し、ストリップを前方に押し出し、それによっ
て供給ストリップの張力を軽減する。ストリップの張力は、ストリップが破断されるのを
防止するのに十分な程度に軽減される。システムコントローラは次いで、油圧アーム６８
が完全に伸びるように制御し、供給ストリップ張力軽減装置１０を開始または引き込み位
置に戻す。
【００１４】
　本明細書に与えられた本発明の説明を考慮して本発明の変形が可能である。本発明を例
示するためにある代表的な実施形態および詳細を示したが、当業者には、本発明の範囲か
ら逸脱せずに実施形態に様々な変更および修正を施せることが明らかであろう。したがっ
て、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の対象となる全範囲内の変更を前述
の特定の実施形態に施せることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の供給ストリップ装置の斜視図である。
【図２】図１の供給ストリップ装置の側面図である。
【図３】本発明の供給ストリップ装置の他の実施形態の図である。
【符号の説明】
【００１６】
１０　供給ストリップ張力軽減装置
２０　支持フレーム
２２　コンベアシステム
２４　ローラ
２５　サイドレール
２６、２７　支持レール
２８　ピン
３０、３２　横棒
４０　ローラ
４２　外側駆動面
４４　溝
５０、５２　支持脚
５５　フランジ
６０　ブロック
６４　レール
６６　空気圧、油圧または水圧機構
６８　アーム
７０　支持板
７２　管状の端部
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